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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　セメント硬化体から、充填材料を分離回収した後に発生する粉末を、風力分級装置を用
いて、密度１．９ｇ／ｃｍ３～２．２ｇ／ｃｍ３の範囲の粉末に分級した分級品であって
、ＣａＯとＳｉＯ２とを、質量比（ＣａＯ／ＳｉＯ２）が０．６以上３．０以下の割合で
含み、累積５０％粒径が１０μｍ以下の粉末である再生セメント原料。
【請求項２】
　前記セメント硬化体が、コンクリート硬化体であり、充填材料が、粗骨材と細骨材であ
る請求項１に記載の再生セメント原料。
【請求項３】
　（Ａ）請求項１又は請求項２に記載の再生セメント原料と、（Ｂ）カルシウム原料、ア
ルミニウム原料及び鉄原料から選ばれる少なくとも１種と、を含む混合物であって、該混
合物に含まれるＣａＯとＳｉＯ２との質量比（ＣａＯ／ＳｉＯ２）が２．５以上３．７以
下であり、ＣａＯと（ＳｉＯ２＋Ａｌ２Ｏ３＋Ｆｅ２Ｏ３）との質量比〔ＣａＯ／（Ｓｉ
Ｏ２＋Ａｌ２Ｏ３＋Ｆｅ２Ｏ３）〕が１．６以上２．９以下である混合物を、１３００℃
～１５００℃の温度で焼成して得られた焼結体を粉砕してなる再生セメント組成物。
【請求項４】
　さらに、セッコウを３質量％～７質量％含有する請求項３に記載の再生セメント組成物
。
【請求項５】
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　（Ａ）請求項１又は請求項２に記載の再生セメント原料と、（Ｃ）カルシウム原料及び
シリカ原料から選ばれる少なくとも１種と、を含む混合物であって、該混合物に含まれる
ＣａＯとＳｉＯ２との質量比（ＣａＯ／ＳｉＯ２）が１．７以上２．３以下となる混合物
を、４００℃～８００℃の温度で焼成して得られた焼結体を粉砕してなる再生セメント組
成物。
【請求項６】
　請求項３～請求項５のいずれか１項に記載の再生セメント組成物３０質量％～６０質量
％と、粉末度３０００ｃｍ２／ｇ～１３０００ｃｍ２／ｇの高炉スラグ微粉末４０質量％
～７０質量％と、セッコウ２質量％～９質量％とを、全体が１００質量％となるように含
有してなる混合セメント組成物。
【請求項７】
　請求項３～請求項５のいずれか１項に記載の再生セメント組成物５質量％～３５質量％
と、粉末度３０００ｃｍ２／ｇ～１３０００ｃｍ２／ｇの高炉スラグ微粉末６０質量％～
９０質量％と、セッコウ５質量％～２０質量％とを、全体が１００質量％となるように含
有してなる混合セメント組成物。
【請求項８】
　前記混合セメント組成物における再生セメント組成物の含有量を１００質量部としたと
き、該再生セメント組成物の３０質量％～７０質量％を、ポルトランドセメントで置き換
えた請求項６又は請求項７に記載の混合セメント組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はセメント硬化体由来成分を多量に含有する再生セメント原料及び該再生セメン
ト原料を含むセメント組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　コンクリート等のセメント硬化体に使用する材料は、わが国のマテリアルフローの半分
近くを占めている。また、建設業からの廃棄物量は、全産業廃棄物の約２０％を占めてお
り、そのうちの約４０％が解体コンクリート塊である。
　解体コンクリートの再利用率は９０％前後の高い値を示しているが、大部分が解体コン
クリートを破砕して道路の路盤材に使用するものであり、骨材やセメントが循環する形の
リサイクルは、あまり進んでいない。さらに、公共工事の減少により道路建設は急速に縮
小しつつあり、路盤材への利用によるリサイクルも困難となりつつある。したがって、骨
材はコンクリート用骨材に、セメント硬化体はセメント原料として再利用する循環型のコ
ンクリートリサイクルを進める事が求められている。
　リサイクル資源の有効活用の観点から、解体コンクリート等のセメント硬化体由来の有
用な材料を回収して利用する方法が種々検討されている。なかでも解体コンクリートを粉
砕し、そこに含まれる粗骨材、細骨材を回収する方法は広く行われており、再利用が可能
な高品質の骨材を回収する技術が開発され（例えば、特許文献１及び２参照。）、ＪＩＳ
も制定されている（ＪＩＳ　Ａ５０２１）。
　近年、骨材を回収した際に発生する粉末の利用についても注目されているが、粉末の再
生利用に際しては、回収された粉末中に反応性の高いセメント成分と反応活性のない骨材
成分が混在しており、反応活性のない骨材成分の含有量が多く、その割合が一定しないこ
とから、再生利用が進んでいないのが現状である。
【０００３】
　通常、ポルトランドセメント１トン製造するに際して、原料の石灰石から約４５０ｋｇ
、焼成エネルギーから約３００ｋｇ、合計約７５０ｋｇの二酸化炭素（ＣＯ２）が発生す
る。セメント産業からの二酸化炭素発生の総量は、わが国全体の約４％を占め、セメント
からの二酸化炭素削減が望まれている。
　解体コンクリートから回収した粉末にはセメント硬化体の粉末が多く含まれているので
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あり、これをセメント原料としてリサイクルすれば、従来のセメント原料とは異なり、原
材料の石灰石（ＣａＣＯ３）から二酸化炭素を除去した粉末であるため、回収した再生微
粉末をセメント原料としてセメントを製造すれば、原料からの二酸化炭素の排出を大幅に
抑制することができる。すなわち、全ての石灰石原料を再生微粉末でまかなう事ができれ
ば、セメント製造時の二酸化炭素排出量をセメント１トン当り７５０ｋｇ／ｔｏｎから３
００ｋｇ／ｔｏｎ（焼成エネルギー由来の二酸化炭素）近くへと約６０％削減することが
可能となる。
【０００４】
　このように解体コンクリートの循環型リサイクルは、骨材資源の保全、二酸化炭素の排
出抑制等、セメント・コンクリートの環境負荷の低減に大きく貢献するのであり、これを
可能とする技術が求められている。特に循環型リサイクルを実現するうえでネックとなっ
ている再生微粉末をセメント原料として利用する技術が必要とされている。
　再生微粉末をセメント原料として利用するための最も基本的な技術として解体コンクリ
ート塊をそのまま破砕して粉末とし、それに不足する成分を添加して再生セメントを製造
する方法が提案されている（例えば、特許文献３参照。）。この方法で得られる再生微粉
末においては、セメントの主原料であるＣａＯとＳｉＯ２のうち、再生微粉末から得られ
るＣａＯとＳｉＯ２成分は質量で約３０％を占めるに過ぎず、７０％の石灰石を新たに添
加しないと実用される再生セメント組成物が得られず、セメントのリサイクル技術として
は限定的な効果しか有していなかった。
【０００５】
　これに対して、解体コンクリート塊から加熱すりもみ方式により構造体への再利用が可
能な骨材を回収した後に残留する粉末をセメント原料とする技術が提案されている（例え
ば、特許文献４参照。）。この技術では高度な処理技術で骨材を回収した後に残留する粉
末を使用するため骨材に由来する粉末の量が少なく、ＣａＯ／ＳｉＯ２質量比で０．６～
０．８の粉末が得られているが、この粉末を使用した場合でも、セメントの主原料である
ＣａＯとＳｉＯ２に占める再生微粉末からのＣａＯとＳｉＯ２の比率は４０％～４５％で
あり、再生微粉末が主原料となるには至っていない。
　上記の技術は、いずれも通常のポルトランドセメントの原料として再生微粉末を利用す
るものであり、再生微粉末に石灰石等の必要な成分を追加して１３００～１５００℃で焼
成して再生セメント組成物を製造するものである。
【０００６】
　これに対して、再生微粉末を４００℃～８００℃で焼成することによりビーライト（２
ＣａＯ・ＳｉＯ２）を生成させ再生セメント組成物とする技術が提案されている（例えば
、特許文献５、及び６参照。）。このようにして得られるビーライトと水の混合物から得
られる硬化体の強度は低く、ビーライト単独で構造体に使用するセメントとするのは難し
いが、高炉スラグ微粉末と混合して使用することにより十分な強度を有するセメントを得
ることができ、且つ、ビーライトの製造は焼成温度が低いためセメント製造時の環境負荷
が小さいメリットがある。しかしながら、これらの技術もまた、解体コンクリート塊から
粗骨材と細骨材を回収した後に残留する粉末をそのまま使用するものであり、再生微粉末
の利用率が低く、環境負荷低減効果が限定的であるという課題を有している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特許第３１１９０９３号公報
【特許文献２】特公平６－３０７５５号公報
【特許文献３】特開平８－２６７９４号公報
【特許文献４】特開２００３－１０４７６３公報
【特許文献５】特開平１０－１１４５５６号公報
【特許文献６】特開２００５－３２０２０１公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　上記した問題に鑑みてなされた本発明の課題は、セメント硬化体の有用な再利用を可能
とする、セメントの原料として好適な再生セメント原料、及び、前記本発明の再生セメン
ト原料を用いてなる、製造時に発生する二酸化炭素が削減された再生セメント組成物を提
供することにある。
　本発明のさらなる課題は、該再生セメント組成物を用いた、製造時に発生する二酸化炭
素が削減され、汎用性の高い混合セメント組成物を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明者らは、検討の結果、従来の再生微粉末が、単に解体コンクリートの破砕物を用
いていたのに対し、特定の粒子径を有し、酸化カルシウム（ＣａＯ）と二酸化ケイ素（Ｓ
ｉＯ２）の含有比率が適正なものを選択して用いることで、有用な再生セメント原料が提
供され、且つ、該再生セメント原料とともに、必要に応じてカルシウム原料やアルミニウ
ム原料などを併用することで上記課題を解決しうることを見いだし、本発明を完成したも
のである。
【００１０】
　すなわち、本発明の構成は以下に示す通りである。
＜１＞　セメント硬化体から、充填材料を分離回収した後に発生する粉末を、風力分級装
置を用いて、密度１．９ｇ／ｃｍ３～２．２ｇ／ｃｍ３の範囲の粉末に分級した分級品で
あって、ＣａＯとＳｉＯ２とを、質量比（ＣａＯ／ＳｉＯ２）が０．６以上３．０以下の
割合で含み、累積５０％粒径が１０μｍ以下である再生セメント原料である。
＜２＞　前記セメント硬化体が、コンクリート硬化体であり、充填材料が、粗骨材と細骨
材である＜１＞に記載の再生セメント原料である。
＜３＞　（Ａ）＜１＞又は＜２＞に記載の再生セメント原料と、（Ｂ）カルシウム原料、
アルミニウム原料及び鉄原料から選ばれる少なくとも１種と、を含む混合物であって、該
混合物に含まれるＣａＯとＳｉＯ２との質量比（ＣａＯ／ＳｉＯ２）が２．５以上３．７
以下であり、ＣａＯと（ＳｉＯ２＋Ａｌ２Ｏ３＋Ｆｅ２Ｏ３）との質量比〔ＣａＯ／（Ｓ
ｉＯ２＋Ａｌ２Ｏ３＋Ｆｅ２Ｏ３）〕が１．６以上２．９以下である混合物を、１３００
℃～１５００℃の温度で焼成して得られた焼結体を粉砕してなる再生セメント組成物であ
る。
＜４＞　さらに、セッコウを３質量％～７質量％含有する＜３＞に記載の再生セメント組
成物である。
【００１１】
＜５＞　（Ａ）＜１＞又は＜２＞に記載の再生セメント原料と、（Ｃ）カルシウム原料及
びシリカ原料から選ばれる少なくとも１種と、を含む混合物であって、該混合物に含まれ
るＣａＯとＳｉＯ２との質量比（ＣａＯ／ＳｉＯ２）が１．７以上２．３以下となる混合
物を、４００℃～８００℃の温度で焼成して得られた焼結体を粉砕してなる再生セメント
組成物である。
＜６＞　＜３＞～＜５＞のいずれか１つに記載の再生セメント組成物３０質量％～６０質
量％と、粉末度３０００ｃｍ２／ｇ～１３０００ｃｍ２／ｇの高炉スラグ微粉末４０質量
％～７０質量％と、セッコウ２質量％～９質量％とを、全体が１００質量％となるように
含有してなる混合セメント組成物である。
＜７＞　＜３＞～＜５＞のいずれか１つに記載の再生セメント組成物５質量％～３５質量
％と、粉末度３０００ｃｍ２／ｇ～１３０００ｃｍ２／ｇの高炉スラグ微粉末６０質量％
～９０質量％と、セッコウ５質量％～２０質量％とを、全体が１００質量％となるように
含有してなる混合セメント組成物である。
＜８＞　前記混合セメント組成物における再生セメント組成物の含有量を１００質量部と
したとき、該再生セメント組成物の３０質量％～７０質量％を、ポルトランドセメントで
置き換えた＜６＞又は＜７＞に記載の混合セメント組成物。
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【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、セメント硬化体の有用な再利用を可能とする、セメントの原料として
好適な再生セメント原料、及び、前記本発明の再生セメント原料を用いてなる、製造時に
発生する二酸化炭素が削減された再生セメント組成物を提供することができる。
　また、本発明によれば、前記再生セメント組成物を用いた、製造時に発生する二酸化炭
素が削減され、汎用性の高い混合セメント組成物が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明にかかる再生微粉末の粒径とＣａＯ／ＳｉＯ２質量比の関係を示すグラフ
である。
【図２】本発明の実施の形態に係る分級装置の基本構成を示す図である。
【図３】本発明の実施の形態に係る分級装置で分級される解体コンクリート粉末の製造フ
ローを示す図である。
【図４】本発明の実施の形態に係る分級装置で使用される分級ロータの構造及び作用を示
す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明を詳細に説明する。
　本発明の第１の態様に係る再生セメント原料は、セメント硬化体から、充填材料を分離
回収した後に発生する粉末を、風力分級装置を用いて、密度１．９ｇ／ｃｍ３～２．２ｇ
／ｃｍ３の範囲の粉末に分級した分級品であって、ＣａＯとＳｉＯ２とを、質量比（Ｃａ
Ｏ／ＳｉＯ２）が０．６以上３．０以下の割合で含み、累積５０％粒径が１０μｍ以下の
粉末であることを特徴とするものであり、原料として用いられるセメント硬化体は、解体
コンクリートなどのコンクリート硬化体であることが好ましく、再生微粉末を得るために
除去される充填材料としては、粗骨材と細骨材であることが好ましい態様である。
【００１５】
　本発明の再生セメント組成物は、前記本発明の再生セメント原料を用いることを特徴と
する。再生セメント組成物としては、通常のポルトランドセメント組成物などと同様に用
いられる第１の態様と、高炉スラグ微粉末との併用に有用な水硬性セメント組成物として
の第２の態様が挙げられる。
　即ち、本願請求項３に記載の、本発明の第１の態様に係る再生セメント組成物は、（Ａ
）前記本発明の再生セメント原料と、（Ｂ）カルシウム原料、アルミニウム原料及び鉄原
料から選ばれる少なくとも１種と、を含む混合物であって、該混合物に含まれるＣａＯと
ＳｉＯ２との質量比（ＣａＯ／ＳｉＯ２）が２．５以上３．７以下であり、ＣａＯと（Ｓ
ｉＯ２＋Ａｌ２Ｏ３＋Ｆｅ２Ｏ３）との質量比〔ＣａＯ／（ＳｉＯ２＋Ａｌ２Ｏ３＋Ｆｅ

２Ｏ３）〕が１．６以上２．９以下である混合物を、１３００℃～１５００℃の温度で焼
成して得られた焼結体を粉砕して得られる再生セメント組成物である。
【００１６】
　また、本発明の第２の態様に係る再生セメント組成物は、（Ａ）前記本発明の再生セメ
ント原料と、（Ｃ）カルシウム原料及びシリカ原料から選ばれる少なくとも１種と、を含
む混合物であって、該混合物に含まれるＣａＯとＳｉＯ２との質量比（ＣａＯ／ＳｉＯ２

）が１．７以上２．３以下となる混合物を、４００℃～８００℃の温度で焼成して得られ
た焼結体を粉砕して得られる再生セメント組成物である。
　これら本発明の再生セメント組成物は、いずれも、セメント硬化体から粗骨材と細骨材
に代表される充填材料を回収した後に発生するＣａＯとＳｉＯ２とを含む粉末を分級して
得られ、ＣａＯとＳｉＯ２とを、質量比（ＣａＯ／ＳｉＯ２）が０．６以上３．０以下の
割合で含み、累積５０％粒径が１０μｍ以下の粉末である（Ａ）再生セメント原料（以下
、適宜、再生微粉末と称する）を含有することを大きな特徴とする。以下、まず、本発明
の特徴的な成分である（Ａ）再生セメント原料について、その製造方法とともに詳細に説
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明する。
【００１７】
＜（Ａ）再生セメント原料＞
　本発明の再生セメント原料は、解体コンクリートなどのセメント硬化体から、粗骨材や
細骨材などの充填材料を回収、除去した後に発生するＣａＯとＳｉＯ２とを含む粉末を、
風力分級装置を用いて、密度１．９ｇ／ｃｍ３～２．２ｇ／ｃｍ３の範囲の粉末に分級し
て得られ、ＣａＯとＳｉＯ２とを、質量比（ＣａＯ／ＳｉＯ２）が０．６以上３．０以下
の割合で含み、累積５０％粒径が１０μｍ以下であることを特徴とする。
　累積５０％粒径が１０μｍを超える粉末の場合、細骨材など骨材成分を多く含むことに
なり、好ましくない。累積５０％粒径は、好ましくは、１０μｍ以下であり、より好まし
くは、８μｍ以下である。但し、本発明の解体コンクリート由来粉末における粒径１μｍ
以下の微粉末の含有量が多くなった場合には、粉末の凝集が生じやすくなるなどハンドリ
ング性が低下するため、累積５０％粒径の下限値は１μｍ程度であることが好ましい。
　また、累積９０％粒径が２０μｍ以下であるとは、本発明の粉末における粒径２０μｍ
以上の粉末の含有量が１０％以下であることを示すが、累積５０％粒径、即ち、平均的な
粒径が１０μｍ以下であっても、２０μｍ以上の比較的大きな粒径の粒子を含有する場合
には、解体コンクリート粉末における成分として、セメント組成物の形成に寄与しない骨
材成分の含有量が増えることになり、本発明の優れた効果を発現しない懸念がある。
【００１８】
　図１は建設後３１年を経過した建築物を解体した時に発生した解体コンクリートから、
特公平６－３０７５５号公報に記載の竪型偏心ロータ式再生粗骨材製造装置を用いて粗骨
材を回収し、粗骨材を回収した残りの粒径５ｍｍ以下の解体コンクリート細粒を製造し、
得られた５ｍｍ以下の解体コンクリート細粒を、以下に詳述する連続式遊星ミルを用いて
、粒径０．６ｍｍを超える細骨材と０．６ｍｍ以下の粉末に分離した後、０．６ｍｍ以下
の粉末を、遠心式風力分級装置を用いて種々の平均粒子径の粉末に分けた時に粉末が示す
ＣａＯ／ＳｉＯ２質量比と平均粒子径の関係を示す。
　図１に記載のように、驚くべきことに、累積５０％粒径が１０μｍ以下となることで、
粉末中のＣａＯ／ＳｉＯ２質量比が急激に大きくなることを見出した。すなわち、粗骨材
と細骨材を回収した残りの粉末から平均粒子径が１０μｍ以下の粉末を取り出すことで、
セメント硬化体成分の多い粉末が抽出できることが明らかとなった。
【００１９】
　平均粒子径が１０μｍ以下の粒子においてセメント成分が著しく増大する理由は必ずし
も明確ではないが、粗骨材と細骨材を回収するための処理を行った時、セメント硬化体と
骨材の一部が同時に破砕され粉末が生成するものの、セメント硬化体の方が軟らかいため
、セメント硬化体から生成する粉末の方が小さな粒子径に集中するのではないかと推定さ
れる。
　さらに遠心式風力分級機では気流による向心力と羽車による遠心力を利用して分級を行
っているため、骨材粉（密度２．４ｇ／ｃｍ３～２．６ｇ／ｃｍ３程度）とセメント硬化
体粉（密度１．９ｇ／ｃｍ３～２．２ｇ／ｃｍ３程度）の密度差も両者の分離に効果を発
揮していると推定される。本発明は、上記の発見を基に、再生微粉末の利用率の高い再生
セメント組成物とその製造方法の発明に至ったものである。
【００２０】
　なお、本明細書において、累積５０％粒径及び累積９０％粒径は、体積を基準として、
以下の条件で測定したものであり、本発明においては、この条件にて測定した値を用いて
いる。
　粉末０．５ｇを、０．２％ヘキサメタリン酸ナトリウム溶液中で３分間超音波分散させ
た後、レーザー回折・散乱式粒度分布測定装置（マイクロトラックＭＴ３３００：日機装
（株）製）にて測定を行った。
【００２１】
　上述のように、本発明者らは、検討の結果、解体コンクリート粉末における上記累積５
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０％粒径と、得られる粉末の組成に相関があることを見出した。即ち、累積５０％粒径が
小さくなるほど、得られる粉末中のＣａＯ／ＳｉＯ２質量比が増加する傾向にある。
【００２２】
　本発明に用いうる（Ａ）再生セメント原料の必要な物性としては、酸化カルシウム（Ｃ
ａＯ）と二酸化ケイ素（ＳｉＯ２）とを、質量比（ＣａＯ／ＳｉＯ２）が０．６以上３．
０以下の割合で含むことが挙げられ、再生微粉末が適用されるセメント組成物の品質を制
御するという観点からはこの比率は、１．０以上、２．５以下であることがより好ましい
。
　また、酸化カルシウムと二酸化ケイ素の含有量は、ＪＩＳ　Ｒ　５２０２（２００４）
またはＪＩＳ　Ｒ　５２０４（２００８）により測定することができる。
　上記方法により、ＣａＯとＳｉＯ２との含有量を測定し、含有比率を算出すればよい。
　再生セメント原料における再生微粉末中のＣａＯとＳｉＯ２との質量比（ＣａＯ／Ｓｉ
Ｏ２）が上記範囲において、再生セメント組成物を調製する際の二酸化炭素発生量を低減
させることができ、且つ、得られた再生セメント組成物の硬化性が良好となる。
　再生微粉末中の質量比（ＣａＯ／ＳｉＯ２）は、通常、測定により比率が上記範囲内で
ある原料粉末を選択して用い、所要量の酸化カルシウムや二酸化ケイ素を添加し、含有比
率をセメント組成物に好適な範囲に調製する。
【００２３】
　本発明の再生セメント原料は、例えば、解体コンクリート等のセメント硬化体を粉砕し
、粗骨材や細骨材などの充填材料を取り除いて得た粉末を、分級して得ることができる。
このとき分離された粗骨材や細骨材も再生品として使用することができることはいうまで
もない。
　以下、本発明の再生セメント原料の製造方法を詳細に説明する。
　本発明に用いうる（Ａ）再生セメント原料を製造するには、まず、解体コンクリート等
のセメント硬化体から、粗骨材と細骨材とを回収する骨材除去工程を行う。ここで、粗骨
材の分離は、解体コンクリートを破砕し、粗骨材を回収する公知の方法で行うことができ
るが、本発明における好ましい粗骨材の回収方法においては、加熱を行わない機械擦りも
み方式により行われることが、製造時の二酸化炭素の削減という観点から好適である。
【００２４】
　セメント硬化体から、充填材料である骨材を除去する工程において、粗骨材回収工程で
は、竪型偏心ロータ式再生粗骨材製造装置を用い、粗骨材と５ｍｍ以下の細粒（解体コン
クリート細粒）とを分離し、粗骨材回収後に残存する解体コンクリート細粒からの細骨材
回収には遊星ミル型解体コンクリート細粒処理装置を用いる方法がある。
　以下、解体コンクリートから粗骨材を回収した後に残存する解体コンクリート細粒から
、再生微粉末を回収する方法について、遊星ミル型解体コンクリート細粒処理装置による
方法を例に挙げて説明する。
【００２５】
　遊星ミル型解体コンクリート細粒処理装置を用いて、遊星ミルのミル本体に取付けられ
、前記ミル本体の軸回りに公転しながら自転するミルポットに気体を送り、該ミルポット
内部で、細骨材の表面にセメント硬化体が付着した解体コンクリート細粒同士をすり合わ
せ、前記細骨材と前記セメント硬化体を分離させる。
　このとき、前記遊星ミルの外部に設けられた粉末除去手段の送風装置から前記ミルポッ
トへ気体を送り、分離された前記セメント硬化体を含む粉末を前記ミルポットから除去さ
せ、除去された前記粉末を粉末回収装置で回収し、これを次工程である分級工程に付す。
このとき得られる回収粉末は、本発明にて規定する粒度分布に適合し、セメント硬化体由
来成分を多く含む本発明の再生微粉末と、骨材成分を多く含む粗粉が混合した解体コンク
リート粉末であり、この解体コンクリート粉末を後述する分級装置により分級することで
本発明の再生セメント原料（再生微粉末）が得られる。
　また、セメント硬化体が除去された細骨材は、ミルポットの下方に設けた細骨材回収部
で回収され、再生細骨材として利用される。
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【００２６】
　得られた解体コンクリート粉末を、分級装置を用いて密度１．９ｇ／ｃｍ３～２．２ｇ
／ｃｍ３の範囲の粉末に分級し、累積５０％粒径が１０μｍ以下である再生微粉末を得る
。
　この分級を行う際には、分級を密閉された空間内で行い、空間内の空気中の二酸化炭素
を除去する方法、或いは、窒素ガス、アルゴンガスなどの不活性ガスを封入した装置内で
行う方法をとることで、処理中のセメント由来成分の炭酸化を抑制することができ、本発
明における如きセメント製造時に原料から分離される二酸化炭素の少ない粉末を得ること
ができる。
【００２７】
　なお、得られる粉末の炭酸化を抑制する目的で、分級工程のみならず、偏心ロータ方式
や遊星ミル等の機械擦りもみ装置を用いた骨材除去工程においても、機械すりもみプロセ
スを密閉された空間内で行い、空間内の空気中の二酸化炭素を除去する方法、或いは、窒
素ガスなどの不活性ガスを封入する方法をとることが好ましい態様である。
【００２８】
　分級装置としては、密封された循環路に気体を循環させることができる遠心式風力分級
装置を用いることが好ましい。この分級装置を用いて、密閉された空間にて処理を行うと
、分級開始初期に、密閉された空気中の二酸化炭素が粉末中に含まれるセメント由来成分
と反応して、除去される。そして、二酸化炭素が除去された後は、二酸化炭素の少ない空
気が循環することとなる。二酸化炭素の少ない空気を循環させることで、セメントにより
アルカリ性となった粉末を、中性化することなく、アルカリ性を保持したまま回収できる
。また、分級に用いる気体として、窒素ガス、アルゴンガスなどの不活性気体を用いた場
合も、粉末中に含まれるセメント由来成分のアルカリ性を好ましい範囲に維持することが
できる。
【００２９】
　分級工程を経て、累積５０％粒径が１０μｍ以下に調整された再生微粉末は、ＣａＯ／
ＳｉＯ２の含有比率が好適であるため、後述する本発明のセメント組成物に好適に用いら
れる。
【００３０】
＜分級装置＞
　図２に示すように、本発明の実施の形態に係る分級装置１０は、遠心式の風力分級装置
であり、密閉された筒体１７を備えた分級装置本体１６を有している。筒体１７は、中心
線を鉛直方向に向けた円筒状とされ、上部と下部の円筒体をつなぐ中間部が、円錐状にく
びれて径が細くされている。分級は筒体１７の上部で行われ、分級される解体コンクリー
ト粉末５０は解体コンクリート粉末供給機１２から、筒体１７の中間部に供給される。
【００３１】
　解体コンクリート粉末供給機１２は、投入口６２から投入された解体コンクリート粉末
５０を一時貯蔵すると共に、所定量が供給部６４から筒体１７へ供給される。筒体１７へ
の解体コンクリート粉末５０の供給は、解体コンクリート粉末供給機１２の下部に設けら
れたスパイラル羽根６３により行われる。スパイラル羽根６３の回転により、解体コンク
リート粉末５０が供給部６４を経て解体コンクリート粉末供給管１４へ送り出され、解体
コンクリート粉末供給管１４の先端６８から筒体１７の内部に供給される。
【００３２】
　解体コンクリート粉末供給機１２は、密閉構造とされており、大気中の二酸化炭素と解
体コンクリート粉末５０の反応が抑制される。なお、後述するように、分級装置１０の全
体が密閉構造とされており、分級された微粉７４や粗粉７２も大気中の二酸化炭素との反
応が抑制される。
　ここに、解体コンクリート粉末５０は、図３の製造フローに示す手順を経て生成される
。先ず、建物解体時に発生した解体コンクリート５２を破砕し、破砕された粒径４０ｍｍ
以下の解体コンクリート５２を竪型偏心ロータ式再生粗骨材製造装置５４に投入する。竪
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、残りの５ｍｍ以下の解体コンクリート細粒を連続遊星ミル型解体コンクリート細粒処理
装置５８に投入する。連続遊星ミル型解体コンクリート細粒処理装置５８で処理された粒
径が０．６ｍｍを超える細骨材６０を回収し、残りの粒径が０．６ｍｍ以下の粉末を遠心
式風力分級機１０に投入する。
【００３３】
この粒径０．６ｍｍ以下の粉末が、セメント硬化体由来成分を多く含む再生微粉末と、骨
材成分を多く含む粗粉と、が混合された解体コンクリート粉末５０である。遠心式風力分
級機１０は、解体コンクリート粉末５０を再生微粉末と骨材成分を多く含む粗粉と、に分
級するよう制御される。
【００３４】
　図２に示すように、解体コンクリート粉末供給管１４は、分級装置本体１６の側壁を貫
通して内部に挿入され、円錐体の最もくびれた位置よりやや下方に、粉末供給口６８を上
方に向けて開口している。解体コンクリート粉末供給管１４の分級装置本体１６の外側は
供給部６４と接続され、解体コンクリート粉末５０が解体コンクリート粉末供給機１２か
ら供給される。また、解体コンクリート粉末供給管１４は、ダクト３３と解体コンクリー
ト粉末圧送部７６で接続され、後述する循環気体で解体コンクリート粉末５０に圧力が加
えられる。これにより、解体コンクリート粉末５０を粉末供給口６８から、上方（円錐体
の最もくびれた位置）に向けて解体コンクリート粉末５０を吹き出すことができる。
【００３５】
　解体コンクリート粉末供給管１４の先端６８は、筒体１７のほぼ中央に配置されており
、解体コンクリート粉末供給管１４の先端６８を囲む筒体１７の側壁には、気流吐出口３
６が設けられている。気流吐出口３６は、筒体１７の側壁から拡散気流を吹き出して、筒
体１７の内部に供給された解体コンクリート粉末５０を、筒体１７の上部で拡散させる。
分級装置本体１６の下部には、筒体１７の一部を構成し、粗粉７２を回収する粗粉捕集容
器６６が着脱可能に取り付けられている。
　筒体１７の上方には、分級ロータ２０が設けられている。分級ロータ２０は、鉛直方向
に設けられた回転軸の軸心ｙ回りに回転し、筒体１７の内部に拡散された解体コンクリー
ト粉末５０に水平方向の遠心力を付与する。分級ロータ２０はモータ７０で回転力が与え
られる。
【００３６】
　次に、図４を用いて分級ロータ２０の構造、作用を詳細に説明する。
　分級ロータ２０は、図４（Ａ）の鉛直断面、図４（Ｂ）の水平断面で示すように、平板
状の羽根３８が放射状に並べられた羽根車であり、羽根３８は、上側板４０と下側板４１
の間に同心円状に固定されている。
　分級ロータ２０は、所定の回転数で矢印Ａの方向に回転し、拡散された解体コンクリー
ト粉末５０に遠心力Ｆを付与する。遠心力Ｆを付与された解体コンクリート粉末５０は、
分級ロータ２０から遠ざかる方向に移動する。
【００３７】
　分級ロータ２０の下側板４１には、分級ロータ２０と軸心ｙを一致させた微粉吸引管２
２が設けられている。微粉吸引管２２の吸引口２３は、下側板４１の下方から挿入され、
上方に向けて開口している。これにより、吸引口２３から吸引される吸引気流で解体コン
クリート粉末５０に吸引口２３に向かう力である向心力（吸引力）Ｒを与えることができ
る。
　ここに、解体コンクリート粉末５０が受ける遠心力Ｆは（１）式で求められ、向心力Ｒ
は（２）式で求められる。
【００３８】
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【数１】

【００３９】
　遠心力Ｆと向心力Ｒが等しくなる粒子径Ｄｐを分級径とする。粒子径Ｄｐが分級径以上
の粉末（粗粉）７２は、遠心力Ｆが向心力Ｒより大きくなるため分級ロータ２０の外に移
動した後、自然落下する。この粗粉７２は粗粉捕集容器６６で回収される。
一方、粒子径Ｄｐが分級径以下の粉末（微粉）７４は、向心力Ｒが遠心力Ｆより大きくな
り、微粉７４として微粉回収容器２６で回収される。
　粒子径Ｄｐが同じであっても、粒子の密度が異なれば遠心力Ｆも異なる。例えば、骨材
粉末４６の密度は約２．６ｇ／ｃｍ３であり、セメント硬化体粉末４４の密度は約２．２
ｇ／ｃｍ３である。即ち、骨材粉末４６の密度がセメント硬化体粉末４４の密度より大き
いため、粒子径Ｄｐが同じ場合には、骨材粉末４６の遠心力Ｆがセメント硬化体粉末４４
の遠心力Ｆより大きくなる。
【００４０】
　この密度の違いにより、篩やフィルターによる分別と異なり、解体コンクリート粉末５
０を、セメント硬化体由来成分を多く含む微粉７４と、骨材成分を多く含む粗粉７２に分
級することができる。
　また、図２に示すように、分級装置本体１６の外部には、ダクト３３、３４、３５が設
けられ、微粉吸引部２２、再生微粉末を回収するサイクロン式の微粉回収容器２６、バグ
フィルタ３０、解体コンクリート粉末供給機１２の順に連結している。ダクト３３、３４
とダクト３５の間には、送風機３２が設けられており、密閉した状態でダクト３３、３４
、３５の内部と分級装置本体１６の内部に気体を循環させることができる。
　これにより、送風機３２は、吸引気流で、微粉吸引部２２から微粉７４を吸引し、サイ
クロン式の微粉回収容器２６に回収する。また、ダクト３３からの吐出気流で、解体コン
クリート粉末供給圧送部７６を介して解体コンクリート粉末供給管１４から解体コンクリ
ート粉末５０を分級部本体１６の内部に上方に向けて供給する。同時に、ダクト３４から
の吐出気流で、解体コンクリート粉末５０を拡散させる。
【００４１】
　分級工程を経て、密度２．４ｇ／ｃｍ３～２．６ｇ／ｃｍ３程度の骨材粉が除かれた、
密度１．９ｇ／ｃｍ３～２．２ｇ／ｃｍ３のセメント硬化体由来粉末を多く含み累積５０
％粒径が１０μｍ以下に調整された解体コンクリート粉末は、既述のように、酸化カルシ
ウムと二酸化ケイ素との含有比率が、セメント組成物に近い好適なものとなるため、後述
する再生セメント組成物に好適に用いられる。
　即ち、前記（Ａ）再生セメント原料は、累積５０％粒径が１０μｍ以下であり、ＣａＯ
／ＳｉＯ２質量比が０．６以上であり、平均粒子径３μｍでは約１．６に、２μｍでは約
２．０に達している。ＣａＯ／ＳｉＯ２質量比を１．６～２．０とすれば、ＣａＯ／Ｓｉ
Ｏ２質量比を３．０で製造するポルトランドセメントの場合、ポルトランドセメントに必
要なＣａＯとＳｉＯ２の量の６５％～７５％を解体コンクリート粉末からの原料でまかな
うことが出来る。
　従って、本発明によれば、再利用率の高い再生セメント組成物が得られる。微粉末の粒
子径のさらに小さなものを選択するとＣａＯ／ＳｉＯ２質量比はさらに大きくなり、Ｃａ
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Ｏ／ＳｉＯ２質量比が３．０を上回るものを得ることも可能となる。しかし、微粉末の粒
子径１μｍを下回るものは、解体コンクリート由来粉末全体の中で使用できる量が限定的
となり、効率的なリサイクルをするのが難しい。また、セメント製造時の取り扱いも難し
くなる。さらにＣａＯ／ＳｉＯ２質量比が３．０を上回るとポルトランドセメントの製造
時の成分調整が難しくなる場合もあるので、ＣａＯ／ＳｉＯ２質量比は３．０以下とする
ことが望ましい。
【００４２】
＜再生セメント組成物＞
　本発明の第１の態様に係る再生セメント組成物は、前記本発明の（Ａ）再生セメント原
料、（Ｂ）カルシウム原料、アルミニウム原料、及び、鉄原料から選択される少なくとも
１種を含有する混合物を、１３００℃～１５００℃の温度で焼成して得られる焼結体を粉
砕してなる。即ち、前記最適な（ＣａＯ／ＳｉＯ２）含有比率を有する（Ａ）再生セメン
ト原料に、（Ｂ）カルシウム原料、アルミ原料及び鉄原料から選択される少なくとも１種
を添加することで、混合物中に含まれるＣａＯとＳｉＯ２との質量比（ＣａＯ／ＳｉＯ２

）を２．５以上３．７以下、望ましくは２．８以上３．４以下とし、ＣａＯと（ＳｉＯ２

＋Ａｌ２Ｏ３＋Ｆｅ２Ｏ３）との質量比〔ＣａＯ／（ＳｉＯ２＋Ａｌ２Ｏ３＋Ｆｅ２Ｏ３

）〕を１．６以上２．９以下、望ましくは１．９以上２．６以下となるように含有させる
。
【００４３】
　ここで、（Ｂ）カルシウム原料（Ｂ－１）、アルミニウム原料（Ｂ－２）および鉄原料
（Ｂ－３）とは、混合物中のカルシウム、アルミニウムおよび鉄の含有量を調整するため
に用いられ、（Ｂ－１）カルシウムの含有量を制御するために用いられるカルシウム原料
は、混合物中のカルシウムの含有量を調整しうる限りにおいて、カルシウムが含有される
化合物、組成物であれば特に制限はないが、具体的には、例えば、石灰石などが挙げられ
る。（Ｂ－２）アルミニウム原料としては、アルミニウムが含有される化合物、組成物で
あれば特に制限はないが、混合物中における酸化アルミニウム（Ａｌ２Ｏ３）の含有量を
調整することを目的とすることから金属アルミニウムよりも、アルミニウム化合物の形態
で含まれるものが好ましく、具体的には、例えば、水酸化アルミニウム、フライアッシュ
などが挙げられる。
　同様に、（Ｂ－３）鉄原料としては、同様の観点から、鉄化合物が好ましく、水酸化鉄
、銅ガラミなどが挙げられる。
【００４４】
　混合物中の、Ａｌ２Ｏ３、Ｆｅ２Ｏ３の含有量は、ＪＩＳ　Ｒ　５２０２（２００４）
またはＪＩＳ　Ｒ　５２０４（２００８）に記載の方法により測定することができる。
【００４５】
　得られた混合物を、１３００℃～１５００℃、望ましくは１３５０℃～１４５０℃の温
度条件で焼成することにより、通常のポルトランドセメントと同様の焼結体、すなわちポ
ルトランドセメントクリンカーを得ることができる。
　これを粉砕して粉末とすることによって、解体コンクリートなどのセメント硬化体から
得られた（Ａ）再生セメント原料を用いて、本発明の第１の態様に係る再生セメント組成
物が得られる。
　さらに、本発明の好ましい態様においては、セメントの反応調節のためのセッコウを３
質量％～７質量％添加することによって、普通ポルトランドセメントと同様に反応し、硬
化する再生セメント組成物を得ることができる。セッコウの含有量は３質量％～６質量％
の範囲であることがより好ましい。
　本発明に用いうるセッコウは、例えば、二水セッコウ、無水セッコウ、半水セッコウの
いずれでもよく、これらの一種又は二種以上を用いることができるが、これらの中では無
水セッコウが好ましい。
【００４６】
　上記の技術は、セメント硬化体由来の再生微粉末を、通常のポルトランドセメントと同
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様に加熱して再生セメント組成物を得ようとするものであるのに対し、本発明の第２の態
様に係る再生セメント組成物では、４００℃～８００℃という低温で焼成することによっ
て、水硬性を有するセメント組成物を得るものである。
　従来、ポルトランドセメントを４００℃～８００℃で焼成することによって、水硬性を
有するセメント組成物が生成されることが知られている。この製造方法によれば、ビーラ
イト（２ＣａＯ・ＳｉＯ２）が生成し、該ビーライトが水と反応した硬化体は、構造用の
コンクリートとする程の強度を発現するものではないが、高炉スラグ微粉末の水和反応の
刺激材として効果を発揮し、高炉スラグ微粉末と混合することによりポルトランドセメン
トと同様の硬化体を得ることができる。
【００４７】
　本発明の第２の態様は、この技術を応用したものである。前記本発明の（Ａ）再生セメ
ント原料は、ＣａＯとＳｉＯ２との質量比〔ＣａＯ／ＳｉＯ２〕が０．６以上３．０以下
であるのに対し、ビーライトではＣａＯ／ＳｉＯ２質量比２．０であるので、ＣａＯ／Ｓ
ｉＯ２質量比がそれほど高くない０．６以上２．３以下の抽出した（Ａ）再生セメント原
料を使用すれば、ほぼそのまま使用してビーライトの製造が可能となる。
　ＣａＯ／ＳｉＯ２質量比が０．６以上２．３以下である（Ａ）再生セメント原料（再生
微粉末）に、必要に応じて所要量の（Ｃ）カルシウム原料及びシリカ原料の少なくとも１
種を添加して、ＣａＯ／ＳｉＯ２質量比を１．７以上２．３以下、望ましくは１．９以上
２．１以下に調整した混合物を得る。この混合物を４００℃～８００℃、望ましくは７０
０℃～７５０℃の温度範囲で焼成して得られる焼結体を粉砕することによって本発明の第
２の態様に係る再生セメント組成物を得ることができる。
　（Ｃ－１）カルシウム原料は、前記第１の態様で記載したカルシウム原料と同様のもの
を挙げることができる。また、（Ｃ－２）シリカ原料としては、混合物中のシリカ含有量
を調整できるものであれば、特に制限はないが、例えば、ケイ石などが挙げられる。
【００４８】
＜混合セメント組成物＞
　上記本発明の第２の態様に係る再生セメント組成物は、焼成エネルギーは少ないものの
、第１の態様に係る再生セメント組成物に比べて強度が低く、そのままでは構造体に使用
するのは難しい。そのため、実用上充分な強度の硬化体を得る目的で、上記本発明の再生
セメント組成物と高炉スラグ微粉末とを混合して、強度の高い硬化体を形成しうる本発明
の混合セメント組成物を得る。さらに、本発明の第１の態様に係る再生セメント組成物に
おいても、これを高炉スラグ微粉末と混合してなる混合セメント組成物とすることにより
、セメント全体としての焼成エネルギーを抑制することも可能となる。
【００４９】
　混合セメント組成物としては、使用する目的等に応じて、以下に示す２つの態様をとる
ことができる。
　本発明の混合セメント組成物の第１の態様は、前記本発明の再生セメント組成物３０質
量％～６０質量％と、粉末度３０００ｃｍ２／ｇ～１３０００ｃｍ２／ｇの高炉スラグ微
粉末４０質量％～７０質量％と、セッコウ２質量％～９質量％とを含有し、全体を１００
質量％とすることにより得られる混合セメント組成物であり、これは、高炉セメント組成
物と同様に使用される。
　また、本発明の混合セメント組成物の第２の態様は、前記本発明の再生セメント組成物
の含有量を５質量％～３５質量％の範囲とし、これに、粉末度３０００ｃｍ２／ｇ～１３
０００ｃｍ２／ｇの高炉スラグ微粉末６０質量％～９０質量％とセッコウ５質量％～２０
質量％とを含有させ、全体を１００質量％としてなる混合セメント組成物であり、これが
、高硫酸塩スラグセメント組成物と同様に使用される。
【００５０】
　上記本発明の混合セメント組成物の第１及び第２の態様において用いた本発明の再生セ
メント組成物の３０質量％～７０質量％をポルトランドセメントで置き換えることにより
、再生セメントの強度を向上させたり、また、原料として用いる解体コンクリート中の六
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価クロムの含有量が多い場合に六価クロム含有量を低減させたりすることができる。
　ポルトランドセメントの置き換え量が、再生セメント組成物の３０％未満では置き換え
の効果が少なく、７０質量％を上回ると再生セメント原料の利用の効果が少なくなるので
いずれも好ましくない。
【００５１】
　また、本発明の再生セメント組成物及び混合セメント組成物には、上記必須成分に加え
、通常、セメント組成物に用いられる各種添加剤を必要に応じて添加してもよい。
【実施例】
【００５２】
　以下、実施例を挙げて本発明を詳細に説明するが、本発明はこれらに制限されない。
（製造例１：本発明に係る再生セメント原料１の製造）
　築３１年の建物解体時に発生した解体コンクリートを粒径４０ｍ以下に破砕し、特公平
６－３０７５５号公報に記載の竪型偏心ロータ式再生粗骨材製造装置を用いて、粒径５ｍ
ｍを超える再生粗骨材と粒径５ｍｍ以下の解体コンクリート細粒と、に分離し、粗骨材を
回収した。次に粒径５ｍｍ以下の解体コンクリート細粒を、前記遊星ミル型の解体コンク
リート細粒処理装置を用いて処理し、粒径０．６ｍｍを超える細骨材を回収した。
　次に、細骨材回収後に残留する０．６ｍｍ以下の解体コンクリート粉末を、遠心式風力
分級装置（（株）栗本鐵工所製シャープカットセパレーター　ＫＡ５０）を用いて分級し
、抽出した。このとき、気体として、空気を用い、分級速度は２ｋｇ／ｈとした。
　分級装置の分級ロータ回転数、風量、等の条件を制御することで、累積５０％粒径が４
μｍの再生セメント原料１を得た。
　分級処理後に得られた粉末について、粒度分布を測定した。測定は、粉末０．５ｇを０
．２％ヘキサメタリン酸ナトリウム溶液中で３分間超音波分散させた後、レーザー回折・
散乱式粒度分布測定装置（マイクロトラックＭＴ３３００）にて測定を行った。その結果
、累積質量９０％粒子径９．６μｍ、累積５０％粒径４．１μｍであることが確認された
。
　また、得られた粉末の成分分析を行い、ＣａＯとＳｉＯ２の含有比（質量換算）を測定
した。結果を下記表１に示す。
【００５３】
【表１】

【００５４】
（比較製造例１：再生セメント原料２の製造）
　前記製造例１と同様にして、粒径５ｍｍを超える再生粗骨材と粒径５ｍｍ以下の再生コ
ンクリート細粒と分離し、粗骨材を回収した。次に、製造例１と同様にして、粒径５ｍｍ
以下の解体コンクリート細粒を、前記遊星ミル型の解体コンクリート細粒処理装置を用い
て処理し、粒径０．６ｍｍを超える細骨材を回収した。細骨材回収後に残留する０．６ｍ
ｍ以下の微粉末を再生セメント原料２とした。
【００５５】
〔比較製造例２：再生セメント原料３の製造）
　製造例１で用いたものと同様の築３１年の建物解体時に発生した解体コンクリートを５
０ｍｍ以下に破砕し、ジョークラッシャーを用いて粒径５ｍｍ以下に破砕した。その後、
これをダブルロールクラッシャーにて、全量を０．６ｍｍ以下の粒径に破砕し、得られた
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粒径０．６ｍｍ以下の微粉末を再生セメント原料３とした。
〔成分分析〕
　得られた再生セメント原料２及び３を、製造例１と同様にして粒子径測定と成分分析を
実施した。結果を前記表１に併記した。
【００５６】
〔実施例１，比較例１～２〕
（１）再生ポルトランドセメントの製造
　製造例１，比較製造例１及び２で得られた再生セメント原料１～再生セメント原料３の
３種の各々に対して、石灰石（カルシウム原料）、水酸化アルミニウム（アルミニウム原
料）、水酸化鉄（鉄原料）から選択される材料を添加して、ＣａＯ／ＳｉＯ２質量比を３
．０に、ＣａＯ／（ＳｉＯ２＋Ａｌ２Ｏ３＋Ｆｅ２Ｏ３）質量比を２．２に調整し、ポル
トランドセメントクリンカーを製造した。
　これに無水セッコウを４質量％添加して鋼材を媒体としたボールミルで粉砕してブレー
ン値が３４００ｃｍ２／ｇ～３６００ｃｍ２／ｇに入る３種の再生ポルトランドセメント
（本発明の再生セメント組成物である再生ポルトランドセメント－１、比較品の再生セメ
ント組成物である再生ポルトランドセメント－２及び再生ポルトランドセメント－３）を
製造した。
　これらのセメント組成物の化学成分（ＪＩＳ　Ｒ５２０２（２００４年）により分析）
とブレーン値で示した粉末度を下記表２に示す。同表中には比較用に使用した普通ポルト
ランドセメントの化学成分とブレーン値も示している。
【００５７】

【表２】

【００５８】
〔実施例２，比較例３～４〕
（２）再生ビーライトセメントの製造
　製造例１，比較製造例１及び２で得られた再生セメント原料１～再生セメント原料３の
３種の各々に対して、石灰石（カルシウム原料）の粉末を添加して、ＣａＯ／ＳｉＯ２質
量比を２．０となるように調整して７５０℃で１時間焼成し、再生ビーライトセメントク
リンカーを製造した。
　これを、鋼材を媒体としたボールミルで粉砕してブレーン値が３６００～３８００ｃｍ
２／ｇに入る三種の再生ビーライトセメント（本発明の再生セメント組成物である再生ビ
ーライトセメント－１、比較品の再生セメント組成物である再生ビーライトセメント－２
及び再生ビーライトセメント－３）を製造した。これらのセメントの化学成分（ＪＩＳ　
Ｒ５２０２（２００４年）により分析）とブレーン値で示した粉末度を下記表３に示す。
【００５９】
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【表３】

【００６０】
（３）混合セメント組成物の製造
　粉末度５８００ｃｍ２／ｇの高炉スラグ微粉末（（株）デイ・シイ製）４７質量％に対
して、実施例１、比較例１～２で得られた再生ポルトランドセメント－１、再生ポルトラ
ンドセメント－２、及び、再生ポルトランドセメント－３、実施例２，比較例３～４で得
られた再生ビーライトセメント－１、再生ビーライトセメント－２および再生ビーライト
セメント－３の６種類のそれぞれの再生セメント組成物５１質量％と、無水セッコウの総
量が５質量％となるように無水セッコウを添加し、プロシェアミキサーを用いて混合して
、再生混合セメント組成物－１（本発明品）、再生混合セメント組成物－２（比較品）、
再生混合セメント組成物－３（比較品）、再生混合セメント組成物－４（本発明品）、再
生混合セメント組成物－５（比較品）および再生混合セメント組成物－６（比較品）の６
種類の混合セメント組成物を製造した。これらのセメントの化学成分（ＪＩＳ　Ｒ５２０
２（２００４）により分析）とブレーン値で示した粉末度を下記表４に示す。
【００６１】

【表４】

【００６２】
〔再生セメント組成物、混合セメント組成物の性能評価〕
　再生セメント原料－１を用いて製造した再生セメントが本発明の実施例であり、再生セ
メント原料－２および再生セメント原料－３を用いて製造した再生セメントおよび市販の
普通ポルトランドセメントを比較例として、ＪＩＳ　Ｒ５２０１（２００７年）に従って
モルタルの強度試験を行った結果を下記表５に示す。
　また、下記表５中には、各々の再生セメントにおける再生微粉末の使用量（質量％）お
よび二酸化炭素（ＣＯ２）原単位を示す。ＣＯ２原単位としては、１４５０℃で焼成する
普通ポルトランドセメントの原料からの二酸化炭素を４５０ｋｇ／ｔｏｎ、エネルギーか
らの二酸化炭素を３００ｋｇ／ｔｏｎとし、エネルギーからの二酸化炭素は焼成温度に比
例するとしている。また、高炉スラグ微粉末からの二酸化炭素はゼロとしている。
【００６３】
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【表５】

 
【００６４】
　実施例１および比較例１、比較例２のグループは再生ポルトランドセメント組成物のグ
ループであるが、対照例１として示した市販の普通ポルトランドセメントを用いたセメン
ト組成物に比べて、いずれも圧縮強度はほぼ同等である。対照例１では、本発明の（Ａ）
再生セメント材料は利用されていないため利用率は０％、また製造時に排出される二酸化
炭素は１トン当たり７５０ｋｇである。これに対して実施例１は（Ａ）再生セメント原料
の利用率が５４％、二酸化炭素の排出量は５０７ｋｇであり二酸化炭素の発生は約３２％
削減されている。
　また、再生セメント原料１を使用した実施例１に比べ、再生セメント原料２、及び、再
生セメント原料３を使用した比較例１と比較例２は、再生セメント原料の利用率は大幅に
少なく、二酸化炭素の排出量も多い。
　実施例２、比較例３、比較例４のグループは再生ビーライトセメント組成物のグループ
であるが、対照例１に比べて圧縮強度は著しく低く、このままでは通常のコンクリート構
造体に使用するのは難しい。しかし、地盤改良用のセメントや低強度のマスコンクリート
等では、限定的であるが利用可能である。このグループの再生セメント組成物は、強度は
低いものの再生セメント原料の利用率は著しく高くなり、二酸化炭素の排出量も少なくな
る。また、実施例２を比較例３、比較例４と比べると、再生セメント原料１を使用してい
る実施例２に比べ、比較品である再生セメント原料２、及び、再生セメント原料３を使用
した比較例３、比較例４は再生セメント原料の利用率が低く、二酸化炭素の排出量も多い
ことがわかる。
【００６５】
　実施例３、比較例５、比較例６のグループは、高炉スラグ微粉末と再生ポルトランドセ
メントよりなる混合セメントのグループである。このグループのセメントの圧縮強度は、
対照例１よりはやや低いもののコンクリート構造体に使用するのに十分な強度を示してい
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る。このグループの混合セメント組成物は、高炉スラグ微粉末との混合セメントであるた
め、再生セメント原料の利用率は下がるか、二酸化炭素の排出量は大幅に削減される。二
酸化炭素の排出量の削減に重点を置いた使用法では、このグループのセメントの使用が有
効である。再生セメント原料１を使用した実施例３は、再生セメント原料２、再生セメン
ト原料３を使用した比較例５、比較例６に比べ圧縮強度はほぼ同等であるが、再生セメン
ト原料の利用率は高く、二酸化炭素の排出量も少ない。
【００６６】
　実施例４、比較例７、比較例８のグループは高炉スラグ微粉末と再生ビーライトセメン
トよりなる混合セメント組成物のグループである。このグループのセメント組成物は、対
照例１のポルトランドセメントよりは低い圧縮強度を示すものの、コンクリート構造体に
使用するのに十分な強度を有している。再生ビーライトセメントである実施例２、比較例
３、比較例４の強度が著しく低いのに対し、再生ビーライトセメントは高炉スラグ微粉末
との混合セメントとすることにより十分な強度を発現することがわかる。
　このグループのセメントも実施例３、比較例５、比較例６のグループと同様、混合セメ
ント組成物であるため、再生セメント原料の利用率は低いが、二酸化炭素の排出量は再生
ビーライトセメントの焼成エネルギーが少ないために、きわめて低くなる。実施例４の二
酸化炭素の排出量は対照例１の２０％弱に過ぎない。二酸化炭素の排出削減に重点を置い
た使用方法では、このグループのセメントが最も適している。再生セメント原料１を使用
した実施例４は、再生セメント原料２、及び、再生セメント原料３を使用した比較例７、
比較例８に比べ圧縮強度は同等であるが、再生微粉末の利用率と二酸化炭素の排出量にお
いてはいずれも比較例よりも優れている。
【００６７】
　上記のように本発明による実施例の再生セメント組成物及び混合セメント組成物は、い
ずれも、該当する比較例のセメント組成物に比べて再生微粉末の利用率と二酸化炭素の排
出量において優れていることがわかる。
【符号の説明】
【００６８】
　１０　遠心式風力分級装置（分級装置）
　１２　混合粉末供給器（混合粉末供給手段）
　１４　混合粉末供給管（混合粉末供給部）
　１６　分級装置本体
　２０　分級ロータ
　２２　微粉吸引部
　２６　微粉回収容器（微粉回収手段）
　３０　バグフィルタ（フィルター）
　３２　送風機（送風手段）
　３３　ダクト（通風路）
　３４　ダクト（通風路）
　３５　ダクト（通風路）
　３６　気流吐出口（気流吐出手段）
　４４　解体コンクリート由来粉末
　４４　セメント硬化体粉末
　４６　骨材粉末
　５０　解体コンクリート粉末
　７２　粗粉
　７４　微粉（再生微粉末）



(18) JP 5548045 B2 2014.7.16

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(19) JP 5548045 B2 2014.7.16

10

20

30

フロントページの続き

(72)発明者  安齋　剛史
            東京都目黒区大岡山２－１２－１　国立大学法人東京工業大学内
(72)発明者  鯉渕　清
            神奈川県川崎市川崎区浅野町１番１号　株式会社　デイ・シイ内
(72)発明者  蛯名　貴之
            神奈川県川崎市川崎区浅野町１番１号　株式会社　デイ・シイ内
(72)発明者  二戸　信和
            神奈川県川崎市川崎区浅野町１番１号　株式会社　デイ・シイ内
(72)発明者  米澤　敏男
            千葉県印西市大塚１丁目５番地１　株式会社竹中工務店　技術研究所内
(72)発明者  三井　健郎
            千葉県印西市大塚１丁目５番地１　株式会社竹中工務店　技術研究所内
(72)発明者  池尾　陽作
            千葉県印西市大塚１丁目５番地１　株式会社竹中工務店　技術研究所内
(72)発明者  ▲蓮▼見　孝志
            千葉県印西市大塚１丁目５番地１　株式会社竹中工務店　技術研究所内

    審査官  小川　武

(56)参考文献  特開平１０－１１４５５６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０８－０２６７９４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－３１３０５６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１２－００６８１１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２０１２－５０５１５０（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２０１０／０４２８３８（ＷＯ，Ａ２）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｃ０４Ｂ　　　７／００－２８／３６


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

